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 メール版「ＮＰＯ通信」 （令和６年５月 29 日号） 

 

★□▼△▼□★□▼△▼□★□▼△▼□★□▼△▼□★ 

 

 長野県広報・共創推進課から、メール版「ＮＰＯ通信」をお送りします。 

 このメールは、Bcc で送信しています。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】定款を変更する場合の手続き 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 定款を変更するためには、まず、変更事項について総会の議決を経なければなりま

せん。定款変更の議決がなされたら、県の認証が必要な事項の変更は、定款変更認証

申請書を提出し、認証を受けなければ効力は生じません。（特定非営利活動促進法第

25 条）県の認証が必要とされていない事項の変更は、総会で議決した時点で効力を生

じますが、定款変更届出書の提出が必要です。 

例えば、法人の目的や事業を変更する場合は「定款変更認証申請書」、事業年度や公

告の方法を変更する場合は「定款変更届出書」の提出が必要です。 

 

■定款変更の手続きや必要書類についてはこちらをご確認ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kyodo/teikanhenkou.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】議事録の書き方 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 総会等を開催した場合には、審議の経過と結果を記録した議事録の作成が重要で

す。定款の「総会」及び「理事会」の章の「議事録」の条項に従って作成してくださ

い。 

 

■よくある誤りや総会の議事録の例は下記の長野県ホームページに掲載していますの

で、ご活用ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kyodo/giziroku.html 

 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kyodo/teikanhenkou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kyodo/giziroku.html
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【３】主たる事務所の所在地や電話番号は誤りなく記載してください 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事業報告書等提出書や役員変更等届出書など 所轄庁（ 県 への申請（届出）書につ

いて、県の担当者が書類の 確認や 修正などの連絡をする場合がありますので、「法人

の主たる事務所の所在地」 及び 「電話番号」は誤りなく記載してください。 

また、法人の主たる事務所の郵便ポストには法人名を掲示するなど郵便物が確実に 

届くようにしてください。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】「長野県みらいベース」を活用して寄附を集めてみませんか【（公財）長野県みらい

基金】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県みらいベースは、個人・法人の皆様からの寄附を募り、公共的活動を行うＮＰＯ

へ助成する橋渡しを行っています。NPO活動を行う団体は、長野県みらい基金と連携を図

りながら、サイトを使って寄附を募りたい事業のＰＲを行います。 

なお、みらいベースを活用して寄附をした方は、税の優遇措置を受けることができま

す。 

 

■長野県みらいベースURL：https://www.mirai-kikin.or.jp/npo/ 
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【５】助成金情報 
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■第 20 期ナショナル・トラスト活動助成【公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 トラスト活動を実践するための、土地取得費用や、維持管理等の費用を助成します。 

 

●応募資格や募集期間等の詳細はこちらから 

http://www.ntrust.or.jp/subsidy/ 

 

 

【広報・共創推進課からのお知らせ】イベント情報の掲載について  

 ＮＰＯ通信では、NPO 法人が行う、全県を参加対象にしたイベント情報の掲載を行って

います。掲載を希望される法人は、次の情報を広報・共創推進課までメールでお知らせくだ

さい。  

https://www.mirai-kikin.or.jp/npo/
http://www.ntrust.or.jp/subsidy/


 なお、参加者が特定地域に限定されている場合や募集期間が短期間のものなど、掲載でき

ない場合もありますので予めご了承ください。  

（１）イベント名  

（２）主催者  

（３）イベント情報が掲載されているホームページ  

 

配信について 

 ※配信を希望されない方は以下までメールにてご連絡ください。 

  件名：「配信停止希望」 宛先：kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp 
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 長野県企画振興部 広報・共創推進課 対話・共創推進係 

 〒３８０－８５７０ 長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

 ＴＥＬ ０２６－２３５－７１８９ 

 ＦＡＸ ０２６－２３５－７２５８ 

 E-mail kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

しあわせ信州創造プラン 3.0 

～大変革への挑戦 「ゆたかな社会」を実現するために～ 

〔長野県総合５か年計画推進中〕 
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